
 

栗橋第一幼稚園跡地活用事業 

様式２（誓約書様式） 

令和  年  月  日 

 

誓  約  書 

 

久喜市長 梅田 修一 宛 

 

私は、以下のことを誓約します。 

 

１ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号のいずれかに

該当しないこと。 

２ 直近３年間の国税及び地方税又は市の使用料等に滞納がないこと。 

３ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に規定する更生手続き開始の申立て

がなされている者ではないこと。 

（ただし、更生計画認可決定がなされている場合は、この限りでない。） 

４ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に規定する再生手続き開始の申立て

がなされている者ではないこと。 

  （ただし、再生計画認可決定がなされている場合は、この限りでない。） 

 ５ 次のいずれかに該当する者ではないこと。 

  ア 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準じる者又はその構成

員（以下総称して「反社会的勢力」という。） 

  イ 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者という。）

が反社会的勢力である者 

  ウ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結する者 

  エ 自ら又は第三者を利用して、対象物件を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に

供しようとする者 

  オ 対象物件の引き渡しが完了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約

に関して次の行為をしようとする者 

  （ア）相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる者 

  （イ）偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為 

 ６ 上記５に該当する者の依頼を受けて応募しようとする者ではないこと。 

 ７ 久喜市の市有財産等に関する事務に従事する職員等ではないこと。 

 ８ 上記１～７について事実と相違が発覚した場合、「栗橋第一幼稚園跡地活用事業者募

集」への応募を無効とされても異議のないこと。 

 住所 

 

 事業者の商号・名称 

 

代表者役職・氏名                        ㊞ 

 

※本様式は代表事業者並びに構成員の全てについて、それぞれ１枚ずつ作成すること。 


